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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ザ
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
ジ
ャ
パ 

 

ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

安
部 

光
彦 

 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安
行
原
千
二
百
七
十
一
番
地
の
六
十
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
世
界
の
子
ど
も
た
ち
の
健
康
、
安
全
、
教
育
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
他
団
体
と
の
協
働
を
通
し
て
未
来
を
担
う
青
少
年
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
に
貢
献
し
ま

す
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ボ
ー
ダ
レ
ス
ア
ー
ト
・
ノ
ー
ラ
イ
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山
谷 

祥
恵 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
坂
戸
市
本
町
十
三
番
七
―
四
百
四
号 

コ
ス
モ
坂
戸 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
、
芸
術
を
通
じ
て
、
文
化
の
違
い
、
障
害
の
有
無
、
年
齢

又
は
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
共
に
学
び
、
成
長
す
る
機
会
及
び
他
人
を
愛
す
る
気
持
ち
を
育

む
機
会
を
提
供
し
、
も
っ
て
共
生
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
わ
い
わ
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

齋
藤 

健
吾 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
狭
山
市
中
央
一
丁
目
二
十
三
番
五
号
飯
島
コ
ー
ポ
百
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
心
豊
か
に
、
そ
し
て
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
地
域
社
会
を
目
指

し
、
住
民
の
参
加
と
協
力
を
得
て
、
在
宅
で
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
や
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
が
必

要
な
人
々
に
対
し
て
、
自
主
・
自
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
よ
り
質
の
高
い
生
活
が
送
れ
る
よ
う

に
、
相
互
扶
助
を
行
う
こ
と
を
通
し
て
、
地
域
社
会
の
福
祉
全
般
の
向
上
と
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号



告 
 

示 
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
希
望 

三 

代
表
者
の
氏
名 

尾
上 

清
數 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
御
幸
町
三
番
十
二
―
三
百
二
号
エ
ク
セ
ル
シ
オ
ー
ル
所
沢 

 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、多
重
債
務
被
害
の
根
絶
及
び
被
害
者
の
生
活
再
建
の
た
め
の
諸
活
動
を
行
い
、

貧
困
の
撲
滅
と
地
域
社
会
の
格
差
是
正
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
埼
玉
ジ
ャ
ー
ニ
ー
６
３ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

若 

山 

八
重
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
本
郷
町
三
百
四
十
六
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
「
埼
玉
県
内
は
も
と
よ
り
、
全
国
に
埼
玉
県
に
つ
い
て
の
歴
史
・
産
業
・
農

産
物
・
観
光
等
の
知
識
を
深
め
て
も
ら
う
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
埼
玉

県
内
の
観
光
地
・
見
学
地
巡
り
や
工
場
見
学
を
行
い
、
同
時
に
県
内
市
町
村
の
特
産
品
を
使
っ

た
料
理
を
食
べ
食
文
化
を
学
ぶ
活
動
を
実
施
す
る
。 

当
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
を
通
し
て
「
埼
玉
県
内
で
の
相
互
理
解
と
交
流
」
が
始
ま
り
、
結
果

的
に
「
埼
玉
県
が
活
性
化
さ
れ
る
事
」
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
九
条 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
民
管
理
協
定
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り 

公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
名
称 

 
 

川
田
谷
楽
上
市
民
緑
地
市
民
管
理
協
定 

二 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
緑
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
川
田
谷
字
楽
上
九
九
一
番
、
九
九
二
番 

三 

認
定
市
民
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
管
理
の
方
法 

 

イ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
森
林
の
整
備
又
は
景
観
の
整
備
を
す
る
た
め
に
必
要
な
樹
木
の
枝 

 
 

打
ち
、
枯
損
し
た
木
竹
の
伐
採
、
倒
木
の
除
去
、
下
草
刈
り
、
そ
の
他
荒
廃
し
た
緑
地
を
良 

 
 

好
な
状
態
に
回
復
さ
せ
、
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為 

 

ロ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
緑
地
保
全
の
た
め
の
研
修 

 

ハ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
自
然
観
察
や
環
境
教
育 

四 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
認
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
九
条 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
民
管
理
協
定
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り 

公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
名
称 

 
 

倉
田
入
谷
市
民
緑
地
市
民
管
理
協
定 

二 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
緑
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
倉
田
字
入
谷
七
七
二
番
、
七
七
三
番 

三 

認
定
市
民
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
管
理
の
方
法 

 

イ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
森
林
の
整
備
又
は
景
観
の
整
備
を
す
る
た
め
に
必
要
な
樹
木
の
枝 

 
 

打
ち
、
枯
損
し
た
木
竹
の
伐
採
、
倒
木
の
除
去
、
下
草
刈
り
、
そ
の
他
荒
廃
し
た
緑
地
を
良 

 
 

好
な
状
態
に
回
復
さ
せ
、
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為 

 

ロ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
緑
地
保
全
の
た
め
の
研
修 

 

ハ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
自
然
観
察
や
環
境
教
育 

四 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
認
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
九
条 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
民
管
理
協
定
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り 

公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
名
称 

 
 

市
民
緑
地
市
民
管
理
協
定
（
第
三
号
） 

二 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
緑
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
二
ツ
家
二
丁
目
四
一
番
一
、
八
二
番
一
、
八
三
番
一
、
八
三
番
三
、
八
四
番 

 

一
、
八
四
番
三
、
八
五
番
一
、
八
五
番
二 

三 

認
定
市
民
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
管
理
の
方
法 

 

イ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
森
林
の
整
備
又
は
景
観
の
整
備
を
す
る
た
め
に
必
要
な
樹
木
の
枝 

 
 

打
ち
、
下
草
刈
り
、
間
伐
、
保
育
、
病
害
虫
の
防
除
そ
の
他
当
該
緑
地
を
良
好
な
状
態
に
保 

 
 

つ
た
め
に
必
要
な
行
為 

 

ロ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
緑
地
保
全
の
た
め
の
研
修 

 

ハ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
自
然
観
察
や
環
境
教
育 

四 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日
ま
で 

五 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
認
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
籠
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
大
字
拾
六
間
字
前
原
六
百
三
―
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
変
更
前
）
と
り
せ
ん
籠
原
店 

 
 

 

（
変
更
後
）
西
友
籠
原
店 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
日
立
金
属
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

上
田
精
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
日
立
金
属
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

清
水
克
美 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
と
り
せ
ん 

代
表
取
締
役 

前
原
宏
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
館
林
市
下
早
川
田
町
七
百
番
地 

有
限
会
社
第
一
フ
ロ
ー
リ
ス
ト 

代
表
取
締
役 

澤
田
将
信 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
三
―
百
五
十
七 

（
変
更
後
）
合
同
会
社
西
友 

 

代
表
社
員 

ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
合
同
会
社 

 

 

職
務
執
行
者 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ヘ
イ
ズ
・
デ
イ
カ
ス 

 
 

 
 

 

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

長
谷
川
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
砂
新
田
八
十
九
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

・ 

駐
車
場
の
開
場
時
刻
が
、
自
転
車
・
歩
行
者
の
多
い
時
間
帯
と
重
な
り
、
ま
た
、
駐
車

場
出
入
口
か
ら
交
差
点
ま
で
の
間
が
非
常
に
短
い
た
め
、
来
店
者
と
の
事
故
防
止
に
努
め

る
こ
と
。 

 
 

・ 

騒
音
等
の
苦
情
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
近
隣
住
民
へ
配
慮
し
た
運
営
を
行
い
、
苦
情
が

発
生
し
た
場
合
に
は
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
(

仮
称)

東
京
イ
ン
テ
リ
ア
家
具
杉
戸
店 

 
 

 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
雅
楽
二
千
三
百
六
十
五
番 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

一 

屋
外
照
明
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
夜
間
に
お
け
る
屋
外
照
明
が
、
近
隣
へ
の
光
害
と 

 
 

 

な
ら
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

当
町
と
防
災
協
定
の
締
結
を
す
る
な
ど
、
災
害
発
生
時
に
は
協
力
を
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

「
埼
玉
県
大
型
店
、
チ
ェ
ー
ン
店
の
地
域
商
業
貢
献
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基 

 
 

 

づ
き
杉
戸
町
商
工
会
へ
の
加
入
を
す
る
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ 

 
 

 

い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
新
座
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
八
丁
目
十
六
番
十
三
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

松
伏
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
松
葉
一
丁
目
五
番
三
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

店
舗
周
辺
は
児
童
館
や
公
園
が
介
在
す
る
住
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
周
辺
道
路
は
生
活
道 

 
 

路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
児
童
館
の
開
館
時
間
は
午
前
九
時
三
十
分
と
な
っ
て 

 
 

お
り
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
開
店
時
間
帯
と
重
な
る
た
め
、
搬
入
業
者
、
従
業
員
、
来
店
客 

 
 

等
に
対
し
、周
辺
道
路
で
の
車
両
の
徐
行
を
促
す
な
ど
、交
通
安
全
に
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー
飯
能
店 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
市
柳
町
十
六
番
の
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
中
清 

代
表
取
締
役 

新
井
景
三 

 
 

 
 

埼
玉
県
飯
能
市
本
町
一
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
バ
リ
ュ
ー 

代
表
取
締
役 

岸
本
七
朗 

 
 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
愛
宕
三
丁
目
一
番
四
十
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
七
百
二
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
三
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
一
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
号



 
 

 
 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

加
須
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

加
須
市
根
古
屋 

六
三
六
番
一
〇
地
先 

区 
 

 
 

間 

一
一
・
一
四
～ 

 
 

 
 

一
五
・
九
七 

一
一
・
一
四
～ 

 

一
五
・
九
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

三
一
・
四
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

交
差
点
整
備
工
事 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 



 

   
 

加
須
鴻
巣
線 

  

路 

線 

名 

加
須
市
根
古
屋 

 

六
三
六
番
一
〇
地
先 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

供
用
開
始
の
期
日 

交
差
点
整
備
工
事
に
よ
る
。 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日
付
け
埼

玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
二
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域

の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル 

備 
 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
一
二
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
一
一
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
澤
字
松
葉
四
三
六
番
一
、
四
三
六
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
澤
四
三
六
番
地
二 

 
 

関
根 

竹
雄 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
四
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
一
一
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
釜
沼
一
七
二
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
一
七
〇
〇
番
地 

Ｍ
Ｊ
フ
ォ
レ
ス
ト
Ａ
―
１
０
２ 

 
 

石
島 

大
輔 

 
 

          



告 
 

示 
 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き

監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

埼
玉
県
監
査
委
員 

根 

岸 

和 

夫 
 

 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 
 

 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

北 

堀 
 

 

篤 
 

 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

川 

岩 

雄 
 

 
 

 

 
 



監 査 の 結 果 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象団体及び実施時期 

   埼玉県が資本金等の４分の１以上を出資している団体（出資団体）、公の施設の管理業 

  務を委託している団体（指定管理者）について監査を実施するもので、このうち出資団体  

  １１団体、指定管理者１７団体２０施設について、平成２４年７月から平成２５年１月ま 

  での間に実施した。  

 

（２）監査の対象事項 

  ア 平成２３年度の出資団体における出納その他の事務 

  イ 平成２３年度に埼玉県が委託した公の施設の管理業務に係る出納その他の事務 

   

２ 監査の結果 

  監査対象団体別の監査の結果は、次のとおりである。また、指摘事項及び注意事項以外の 

 軽微な不当事項等については、監査対象団体及び所管部局にその都度注意した。 

 

 ・ 指摘事項は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が違 

  法又は不当であると認められるもののうち、総合的に勘案して重大であると認められるも 

  の 

 ・ 注意事項は、違法又は不当であると認められるもののうち、指摘事項及び軽微な事項に 

  該当しないと認められるもの 

 

（１）出資団体 

 

監査対象団体 埼玉新都市交通株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年７月２６日 

委員監査 平成２４年８月２０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              ７００，０００，０００円 

 ・団体の基本財産         ２，０００，０００，０００円 

 ・県の出資割合                              ３５％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

監査対象団体 財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年８月１日 

委員監査 平成２４年８月２０日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                ４，０００，０００円 

 ・団体の基本財産            １０，０１８，０００円 

 ・県の出資割合                            ３９．９％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 財団法人いきいき埼玉 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年８月２２日 

委員監査 平成２４年９月５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               ５０，０００，０００円 

 ・団体の基本財産            ８２，０００，０００円 

 ・県の出資割合                            ６１．１％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年８月３０日 

委員監査 平成２４年９月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              １００，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           １００，０００，０００円 

 ・県の出資割合                              １００％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年９月１９日 

委員監査 平成２４年１０月１１日（書面） 



 

 

 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               １０，０００，０００円 

 ・団体の基本財産            １０，０００，０００円 

 ・県の出資割合                            １００％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年９月２６日 

委員監査 平成２４年１１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               ４８，９００，０００円 

 ・団体の基本財産            ９７，８００，０００円 

 ・県の出資割合                              ５０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 財団法人埼玉県国際交流協会 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１０月１８日 

委員監査 平成２４年１１月６日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              ２００，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           ３２８，１６４，３７０円 

 ・県の出資割合                            ６０．９％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社さいたまリバーフロンティア 

所管部局 企業局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１０月２３日 

委員監査 平成２４年１１月２０日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               ５８，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           １３０，０００，０００円 

 ・県の出資割合                            ４４．６％ 



  

 

 

 

 

 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県土地開発公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１０月３１日 

委員監査 平成２４年１２月２０日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              １００，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           １００，０００，０００円 

 ・県の出資割合                             １００％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 財団法人埼玉県産業文化センター 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月４日 

委員監査 平成２５年１月３１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資               ５０，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           １５０，０００，０００円 

 ・県の出資割合                           ３３．３％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社秩父開発機構 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月１２日 

委員監査 平成２５年１月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              １２３，０００，０００円 

 ・団体の基本財産           ４８０，０００，０００円 

 ・県の出資割合                            ２５．６％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



（２）指定管理者 

 

 

 

監査対象団体 財団法人いきいき埼玉 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年８月２２日 

委員監査 平成２４年９月５日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県県民活動総合センター      ３０３，３７０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年８月３０日 

委員監査 平成２４年９月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 彩の国さいたま芸術劇場        ７７９，５６４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 

１ 埼玉県障害者交流センター 

   職員調査 平成２４年９月７日 

   委員監査 平成２４年１０月１０日（書面） 

２ 埼玉県立嵐山郷 

   職員調査 平成２４年９月１３日 

   委員監査 平成２４年１１月２０日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

１ 埼玉県障害者交流センター      ２８３，４８７，０００円 

２ 埼玉県立嵐山郷           ８４６，１７４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
１ 埼玉スタジアム２００２公園 

   職員調査 平成２４年９月２５日 



 

 

 

   委員監査 平成２４年１２月１０日 

２ 羽生水郷公園 

   職員調査 平成２４年１０月３日 

   委員監査 平成２４年１１月２８日（書面） 

３ 戸田公園 

   職員調査 平成２４年１０月４日 

   委員監査 平成２４年１１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

１ 埼玉スタジアム２００２公園      ２５８，０１５，０００円 

２ 羽生水郷公園                １３２，４８０，０００円 

３ 戸田公園                   ５７，８８１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 
公益財団法人埼玉県公園緑地協会・公益財団法人日本科学技術振興財団グル

ープ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１０月１０日 

委員監査 平成２５年１月１７日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 所沢航空記念公園           ３７１，７４１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会・シンコースポーツ株式会社グループ 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１０月１１日 

委員監査 平成２４年１２月１０日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県県民健康福祉村           １５１，４０１，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県体育協会・株式会社サイオー共同事業体 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月６日 

委員監査 平成２４年１２月２０日 



 

 

監査対象団体 財団法人けやき文化財団 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月９日 

委員監査 平成２４年１１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 さいたま文学館            １３０，７７４，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月１４日 

委員監査 平成２４年１２月４日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県農林公園              ７９,５００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月２１日 

委員監査 平成２５年１月１７日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県社会福祉総合センター       １０５,１５８,０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県立武道館             １０９，３６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社乃村工藝社 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月７日 

委員監査 平成２４年１１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県立川の博物館          ２２９，６９９，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



監査対象団体 株式会社馬渕商事 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１１月２９日 

委員監査 平成２５年１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料    

 埼玉県伊豆潮風館           １０７，０００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 財団法人埼玉県産業文化センター 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月４日 

委員監査 平成２５年１月３１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県産業文化センター                  ０円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 長瀞教育振興グループ 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月６日 

委員監査 平成２５年１月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県立長瀞げんきプラザ         ７０,２６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 秩父開発機構・西武造園グループ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月１３日 

委員監査 平成２５年１月２１日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 秩父公園                 １８０,２２３,０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 株式会社東急コミュニティー 

所管部局 教育局 

監査実施日 職員調査 平成２４年１２月１８日 



委員監査 平成２５年１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 埼玉県立神川げんきプラザ         ７９，８００，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 

監査対象団体 オーエンス・アイグループ 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 平成２４年１２月２０日 

委員監査 平成２５年１月２８日（書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 埼玉県立小川げんきプラザ          ８５,９６０，０００円 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
三
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

根 

岸 

和 

夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

北 

堀 
 

 

篤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

川 

岩 

雄 



第１ 監査結果に関する報告 

  １ 定期監査分 

    (１) 監査の実施方針 

     事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の 

   効果をあげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

   (２) 監査の対象事務    

     平成２３年度・平成２４年度における財務に関する事務の執行、経営に 

    係る事業の管理及びその他の事務の執行 

 

   (３) 監査の対象機関  １０２機関 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部  東部地域振興センター、利根地域振興センター、秩父地域振興センター 

総務部 さいたま県税事務所、秩父県税事務所、春日部県税事務所、自動車税事

務所、自動車税事務所大宮支所、自動車税事務所熊谷支所、自動車税事

務所所沢支所、自動車税事務所春日部支所 

県民生活部 男女共同参画推進センター 

環境部 西部環境管理事務所、東部環境管理事務所 

福祉部 北部福祉事務所、精神保健福祉センター、熊谷児童相談所、埼玉学園 

保健医療部  鴻巣保健所、幸手保健所、本庄保健所、動物指導センター、動物指導セ

ンター南支所、食肉衛生検査センター、食肉衛生検査センター北部支所 

産業労働部 職業能力開発センター 

農林部 東松山農林振興センター、秩父農林振興センター、本庄農林振興センタ

ー、春日部農林振興センター、病害虫防除所、中央家畜保健衛生所 

県土整備部  朝霞県土整備事務所、北本県土整備事務所、川越県土整備事務所、東松

山県土整備事務所、秩父県土整備事務所、本庄県土整備事務所、杉戸県

土整備事務所、総合技術センター 

都市整備部  大宮公園事務所、営繕工事事務所 

企業局 大久保浄水場、行田浄水場、吉見浄水場、水質管理センター 

病院局 がんセンター、小児医療センター、精神医療センター 

下水道局 荒川左岸南部下水道事務所、荒川左岸北部下水道事務所 

教育局 西部教育事務所、歴史と民俗の博物館、嵐山史跡の博物館、近代美術館、

自然の博物館、大滝げんきプラザ、岩槻高等学校、岩槻商業高等学校、

浦和北高等学校、大宮工業高等学校、大宮商業高等学校、大宮東高等学

校、大宮南高等学校、小鹿野高等学校、越生高等学校、川口工業高等学

校、川越西高等学校、鴻巣高等学校、越谷北高等学校、越谷総合技術高

等学校、越谷南高等学校、児玉白楊高等学校、坂戸高等学校、杉戸農業



 

 

 

 

   

    

 

 

 

     (４) 監査実施日 

          平成２４年９月１８日～平成２５年１月２９日 

 

  ２ 特定事務監査分 

   （１）監査の実施方針    

     テーマを定めた特定の事務の執行について、効率的・効果的になされて 

    いるかの観点から検証 

  

   （２）監査の対象事務 

    テーマ１「指定管理業務の委託料について」  

   ① 監査の視点 

         指定管理者制度の目的である利用者サービスの向上とコスト縮減の 

        成果はあったか、指定管理料（県委託料）及び指定管理者の収支差額は 

        妥当なものとなっているかなど 

 

      ② 監査の対象機関 ９機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ③ 監査実施日 

            平成２４年８月２２日～平成２４年１１月２８日 

 

高等学校、秩父高等学校、秩父農工科学高等学校、蓮田松韻高等学校、 

深谷商業高等学校、深谷第一高等学校、松山高等学校、松山女子高等学

校、皆野高等学校、大宮北特別支援学校、騎西特別支援学校、行田特別

支援学校、久喜特別支援学校、特別支援学校坂戸ろう学園、深谷はばた

き特別支援学校、本庄特別支援学校 

警察本部 浦和東警察署、大宮警察署、大宮東警察署、大宮西警察署、飯能警察署、

小鹿野警察署、児玉警察署、熊谷警察署、深谷警察署、寄居警察署、行

田警察署、越谷警察署 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部  改革推進課 

県民生活部 共助社会づくり課、文化振興課 

指定管理者（財団法人 いきいき埼玉、公益財団法人 埼玉県芸術文化振

興財団） 

福祉部 社会福祉課 

指定管理者（社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団） 

都市整備部 公園スタジアム課 

指定管理者（公益財団法人 埼玉県公園緑地協会） 



     テーマ２「広報印刷物について」  

   ① 監査の視点 

         表示内容、配布先、配布数等が目的に合致しているか、効果検証を行 

        っているかなど 

 

      ② 監査の対象機関 ８機関 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

              

     ③ 監査実施日 

           平成２４年７月２３日～平成２４年１１月２７日 

 

  ３ 監査の結果 

   ア 指摘事項 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下

「事務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められ

るもの。 

ア）事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改

善が必要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善

が必要と認められるもの。 

  

   イ 注意事項 

     事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの。 

ア) 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必

要と認められるもの。 

イ) 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が

必要と認められるもの。 

 

     監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりで 

    あった。 

所管部局 監 査 対 象 機 関（対象広報印刷物） 

企画財政部  市町村課（有権者ノート） 

県民生活部 広聴広報課 

青少年課（「青少年夢のかけはし事業」参加者募集リーフレット） 

福祉部 こども安全課（子どもスマイルネットカード、同リーフレット） 

保健医療部 医療整備課（子どもの救急ミニガイドブック） 

農林部 農産物安全課（食品の不適正表示防止啓発ポスター） 

県土整備部 道路環境課（ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想リーフレット） 

教育局 家庭地域連携課（子育ての目安「３つのめばえ」リーフレット） 



ア 指摘事項  

機関・職制名 監 査 の 結 果 

保健医療部 動物指導センタ

ー 

 洗浄機などの備品で、所在の確認できないものが複

数認められるなど、備品管理が不適切であった。 

県土整備部 本庄県土整備事

務所 

 カメラなどの備品で、所在の確認できないものが複

数認められるなど、備品管理が不適切であった。 

県土整備部 杉戸県土整備事

務所 

 パーソナルコンピュータなどの備品で、所在の確認

できないものが複数認められるなど、備品管理が不適

切であった。 

病院局 がんセンター  カメラなどの固定資産で、所在の確認できないもの

が複数認められるなど、資産管理が不適切であった。 

病院局 小児医療センタ

ー 

 カメラなどの固定資産で、所在の確認できないもの

が複数認められるなど、資産管理が不適切であった。 

病院局 精神医療センタ

ー 

 固定資産であるパーソナルコンピュータで、所在の

確認できないものが複数認められるなど、資産管理が

不適切であった。 

教育局 近代美術館  映像装置など重要物品で、その全部または一部につ

いて所在の確認ができないものが複数認められるな

ど、物品管理が不適切であった。 

教育局 大宮東高等学校  備品であるパーソナルコンピュータで、所在の確認

できないものが複数認められるなど、備品管理が不適

切であった。 

教育局 越生高等学校  サーバなどの備品で、所在の確認できないものや、

備品台帳に登録された型式と異なるものが現存するな

ど、備品の管理が不適切であった。 

教育局 川口工業高等学

校 

 オーバーヘッドプロジェクターなどの備品で、所在

の確認できないものが複数認められるなど、備品管理

が不適切であった。 

教育局 坂戸高等学校  平成 23 年度の「原水ポンプ槽配管修繕」（536 千円）

について、契約に当たり、相手方の要望を受け見積条

件と異なる工期で契約していたのは不適切であった。 

教育局 杉戸農業高等学

校 

 ビデオカメラなどの備品で、所在の確認できないも

のが複数認められるなど、備品管理が不適切であった。 

教育局 秩父農工科学高

等学校 

 平成 24 年３月の「県立秩父農工科学高等学校３号館

及び自転車置場塗装工事請負契約」（1,454 千円）にお

いて、最低制限価格設定の参考となる算定表は作成さ

れていたが、予定価格調書には最低制限価格は記載さ



れていなかった。  

 それにもかかわらず最低制限価格を設定した形で落

札者を決定していたことは不適切であった。 

教育局 特別支援学校坂

戸ろう学園 

 備品であるオーバーヘッドプロジェクターで、所在

が確認できないものが複数認められるなど、備品管理

が不適切であった。 

 

イ 注意事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

総務部 自動車税事務所  平成 23 年度の「一般廃棄物収集運搬業務委託」（88

千円）の契約について、見積書の収集運搬回数に誤り

があったにも関わらず、そのままの金額で契約を締結

していたのは不適切であった。  

保健医療部 動物指導センタ

ー 

 平成 23 年度の浄化槽清掃業務等について、「浄化槽

清掃・修繕、汚泥収集運搬」と「汚泥処分」をそれぞ

れ別の資格を有する業者と別々に契約していたが、全

ての業務を一括した見積書を、「浄化槽清掃・修繕、汚

泥収集運搬」の業者のみから徴取し、「汚泥処分」の業

者から見積書を徴取しなかったことは、不適切であっ

た。 

産業労働部 職業能力開発セ

ンター 

 平成 23 年度の「汚水槽清掃業務（汚水槽の清掃・汚

泥の収集運搬）」（94 千円）について、一般廃棄物（汚

泥）収集運搬業の許可を有していない業者と契約を締

結したことは不適切であった。 

県土整備部 川越県土整備事

務所 

 普通財産の貸付及び行政財産の使用許可について、

次の点で不適切であった。 

１ 河川改修事業で発生した普通財産（廃川敷）の無

償貸付については、埼玉県財務規則により、所管部

長の決裁と総務部長の合議が必要な案件であるにも

関わらず、所長決裁により貸し付けていた。 

２ 行政財産である道路予定地についても、同様に、

所長決裁により使用料を免除して使用許可してい

た。 

県土整備部 東松山県土整備

事務所 

 平成 23 年度に「応急修繕(需用費)工事６-18」(490

千円)及び「応急修繕(需用費)工事６-19」(490 千円)

の２つの歩道(水路)仮設工事を発注したが、各々の見

積依頼日・見積徴取日・工事依頼日・契約相手方・工



期・工事内容は同一であり、隣接箇所における工事で

あった。 

 効率的な予算執行の観点から両工事を一括で発注す

べきであった。 

県土整備部 

都市整備部 

杉戸県土整備事

務所 

 権現堂公園(２号公園：未開設区域)の一部に係る行

政財産使用許可について、埼玉県財務規則により所管

部長の決裁が必要な案件であるにも関わらず、所長決

裁により使用料免除の許可を繰り返していたことは不

適切であった。 

病院局 精神医療センタ

ー 

 平成 23 年度の「医療情報システムサーバ更新業務委

託契約」（14,553 千円）について、予定価格を決定する

ため事前に参考見積書を徴取したが、そのまま正規の

見積書として契約を締結していたのは、不適切であっ

た。 

教育局 近代美術館  平成 23 年度の「北浦和公園グレーチング交換修繕」

（825 千円）について、予定価格調書の入札書比較価格

（税抜き価格）に誤りがあった。 

教育局 浦和北高等学校  顕微鏡などの備品で、備品出納簿への記載漏れが複

数認められるなど、備品管理が不適切であった。 

教育局 騎西特別支援学

校 

 所在不明であった備品について、十分な調査をしな

いまま事実と異なる理由を記して不用決定等を行った

ところ、後日、同備品が発見されるなど、備品の管理

事務が不適切であった。 
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１ 監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

福祉部 障害者自

立支援課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年度の「埼玉県障害福祉サービス指定事業者等管理

システム改修業務委託契約」（4,042 千円）について、次の点で

不適切であった。 

１ 予定価格を決定するため事前に徴取した参考見積書を、そ 

 のまま正規の見積書として契約を締結した。 

２ 平成 23 年度の契約であるにもかかわらず、履行確認を平 

 成 24 年４月２日に行っていた。  

 再発防止のため、埼玉県財務規則等関係法令の厳正な解釈と運

用について、職場会議（５月、７月、９月）で職員に周知・徹底

した。さらに、部内の財務研修会（12 月）に職員を参加させるな

ど、再発の防止に努めている。 

 また、出納総務課作成のチェックシートを活用し、担当者及び

決裁者が決裁回議の際に各自確認することで、誤りの発生防止に

努めることとした。 

保健医療

部 

衛生研究

所 

平成 24年 12月 14日 

（第 2450 号） 

 平成 23 年度の「研究棟小型吸収冷温水機ポンプ交換修繕」

（703 千円）及び「研究棟小型冷温水機漏水ほか修繕」（588 千

円）について、次の点で不適切であった。 

１ 特殊な修繕ではないにも関わらず、当該設備を熟知してい 

 るとの理由で、各々保守点検業者と一者随意契約していた。 

２ 二つの修繕は、同種の小型吸収冷温水機にかかる修繕であ 

 るにも関わらず、分割して発注しており、各々の見積日、請 

 書徴取日、契約相手方は同一であった。 

 財務に関する基本的な知識の不足及びチェック体制の不備に

より、結果として不適切な事務処理となったことから、再発防止

のため、財務事務を担当する職員を集めた研修会を開催し、財務

規則等関係諸法令及び支出事務の基本的手順を周知徹底した。 

 また、庁舎・設備機器等の修繕に当たっては、「随意契約の発

注チェックシート」（平成 24 年３月 22 日付 会計管理者・総務

部長連名による通知）を活用し、発注方法、必要性、緊急性等に

ついて事前に十分検討するとともに、チェックシートを複数の職

員が確認するよう管理体制の強化を図った。 

保健医療

部 

高等看護

学院 

平成 24年 12月 14日 

（第 2450 号） 

 平成 23 年度の「情報科学教室のコンピュータ機器処分」（47

千円）の契約について、次の点で不適切であった。 

１ 契約書に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼 

 玉県財務規則」で定められた「契約金額」などの必要記載事 

 項が記載されていなかった。 

２ 収集運搬と処分のそれぞれ別の資格を有する業者と別々 

 再発防止のため、職場会議等を通し、｢埼玉県財務規則」等に

基づく適切な財務上の手続について、周知徹底を図った。 

 また、契約及び支出事務における各段階で、複数の職員による

確認を徹底することにより、チェック機能の強化を図った。 



 に契約していたが、見積書は収集運搬・処分一式として、収 

 集運搬業者のみから徴取していた。 

３ 検査調書が未作成であった。 

４ 収集運搬及び処分料金を、収集運搬業者に一括して支払っ 

 ていた。 

企業局 庄和浄水

場 

平成 24年 12月 14日 

（第 2450 号） 

 携帯用汚泥濃度計やカメラなど固定資産及び備品で、所在の

確認できないものが複数認められるなど、資産管理が不適切で

あった。 

 監査の結果を全職員に周知徹底し、今後は、再発防止策として

財務規程に基づく年一回以上の実地照合を徹底する。 

 

２ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月日

（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

総務部 人事課 平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年度の「人事管理システムネットワーク構築業務委

託契約」（262 千円）について、次の点で不適切であった。 

１ 契約書の特記仕様書では、本件業務に携わる要員の一覧表 

 を提出させ、県が承認することとしていたが、この一覧表を 

 提出させていなかった。 

２ また、県個人情報保護条例の内容を本件業務の従事者に周 

 知させ、従事者の誓約書の写しを県に提出しなければならな 

 いこととしていたが、これを提出させていなかった。 

 契約内容の調整の段階から必要な手続きについて業者によく

伝達するとともに、書類の提出の有無や内容について担当のライ

ンで確認するなど、チェック体制の確立を図った。 

総務部 学事課 平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年７月に締結した「私立学校における教育補助員活

用実践研究事業委託契約」（３件 総額 4,312 千円）について、

予定価格を決定するため事前に参考見積書を徴取したが、その

まま正規の見積書として契約を締結していたのは、不適切であ

った。 

 再発防止のため、役付会議を通じて埼玉県財務規則等関係諸規

程の再確認の徹底と適正な事務処理について周知徹底を図った。 

 特に、契約事務を行う際には、適正に見積書が徴取されている

ことを複数の職員で確認し、適正な執行の徹底を期すこととし

た。 



危機管理

防災部 

消防防災

課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 防災情報システムについて、平成 22 年 11 月に「機器賃貸借

契約」（267,624 千円）を、またその後、平成 23 年 10 月に「運

用保守業務委託契約」（77,910 千円）を締結し、各々の契約書

で定期保守業務を定めていた。 

 各々の契約相手方から報告がなされるべきところ、運用保守

業務委託の契約相手方から両契約の定期点検結果が一括して

報告されていた。 

 業務内容の確認が不明確なまま検査確認を行い、賃貸借料、

委託料を支払っていたのは不適切であった。 

・機器賃貸借契約の保守業務と運用保守業務についての整理表を

作成し、事務に当たっては複数の職員によるチェック体制の強化

を図った。 

・平成 24 年度の定期点検結果について、各々の契約業者に対し、

業務内容を明らかにした報告書を提出させることとした。 

環境部 大気環境

課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年度に「熊谷妻沼東測定局他ＮＯＸ計消耗品」（99

千円）と「深谷原郷自排局他ＨＣ計消耗品」（19 千円）を購入

したが、各々の見積日、納品日、契約相手方は同一であった。 

 総額で 10 万円以上となることから、一括して発注し２者以

上から見積書を徴取すべきであった。 

  再発防止のため、監査結果を全職員に周知した。 

 また、契約事務にあたり、同時に発注が可能な物品の購入等に

ついては、一括して発注することとし、出納総務課作成の「随意

契約の発注チェックシート」を活用して、担当職員及び決裁ライ

ン職員がチェックすることを徹底した。 

福祉部 少子政策

課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年４月の「埼玉県母子福祉センター法律相談等事業

委託契約」（2,019 千円）において、予定価格調書に予定価格が

記載されないまま契約を締結していたのは不適切であった。 

 ６月に開催した課内研修会（所属長も参加）において、財務の

重要ポイントの説明や予定価格調書作成手続き等についての事

例検討を行い、財務事務の適正な執行について周知徹底を図っ

た。さらに、12 月に部で実施した財務研修会に職員を参加させる

など、再発の防止に努めている。 

 また、起案者と決裁ラインの職員によるチェックミスを防止す

るため、財務の起案文書すべてに「財務チェックシート」を添付

し、各段階でのチェックを徹底することにした。 

保健医療

部 

保健医療

政策課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 22 年４月に、公立大学法人埼玉県立大学に現物出資し

た権利（土地及び建物）について、公有財産台帳に記入すべき

ところ、記入しなかったことは不適切であった。 

 平成 24 年 10 月２日付けで公有財産台帳に記入し、総務部長に

報告した。 

 今後の対策として、財務事務に関する職場研修を行い、適正な



財務事務の執行について周知徹底するとともに、複数の職員で事

務の進捗状況をチェックできるよう、週初めのミーティングによ

る担当内での情報の共有化を徹底した。 

産業労働

部 

就業支援

課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年度に２種類の角２封筒（各々10,000 枚 89 千円）の

印刷を発注したが、各々の見積日、納品日、契約相手方は同一

であった。 

 総額で 10 万円以上となることから、一括して発注し２者以

上から見積書を徴取すべきであった。 

 監査結果を職員に周知し、情報を共有化するとともに、研修へ

の参加などによる各自の財務に関する知識の習得を図り、財務事

務の適正な運用を図った。 

 また、随意契約の発注チェックシートの活用により、担当者及

び決裁ライン職員による複数職員でのチェックを実施し、分割発

注の防止を期すなど、管理を徹底した。 

産業労働

部 

観光課 平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 24 年３月の「教育旅行パンフレットデザイン・作成業

務委託契約」（1,995 千円）について、予定価格を決定するため

事前に徴取した参考見積書を、そのまま正規の見積書として契

約を締結していたことは、不適切であった。 

 再発防止のため、朝礼等を通じて監査結果を職員に周知すると

ともに、埼玉県財務規則等関係諸規程の確認の徹底による適正な

事務処理の確保を図った。 

 また、課独自の委託業務に係るチェックシートを作成、活用す

ることとし、適正な見積書の徴取など、適切な契約事務の確保の

ため、管理体制を強化した。 

 加えて、自己検査の項目に「適正な見積書の徴取」に係る項目

を追加し、事後審査の徹底を図った。 

教育局 生涯学習

文化財課 

平成 24 年 10 月５日 

（第 2430 号） 

 平成 23 年度に「真空冷凍乾燥器」（792 千円）及び「減圧含

浸装置」（602 千円）の２つの修繕を発注したが、各々の見積日、

契約相手方は同一であった。 

 契約の相手方が特定されるため、一括で発注をすることによ

り費用の低減が見込める。効率的な予算執行の観点から一括発

注とし、契約金額が 100 万円を超えることとなった場合は、契

約書を作成すべきであった。 

 課内の連絡を密にし、同時に発注が可能な修繕については、一

括で発注することとした。 

 さらに、再発防止のため、随意契約の発注チェックシートを作

成し、担当職員が自己確認するだけでなく、出納員が事前に把握

するよう徹底した。 



教育局 熊谷商業

高等学校 

平成 24年 12月 14日 

（第 2450 号） 

 平成 24 年４月に、同校ＰＴＡ会長及び後援会会長各々に対

して、冷房設備設置を目的とした行政財産の使用許可を行って

いる。 

 許可書では、設置に伴う管理費（電気料）について、計器類

に基づき算定した額を各々に請求することとなっているが、Ｐ

ＴＡ会長に対して両者の合算額による納入通知書を発行し、同

会長が一括して納入していた。 

 行政財産の使用許可の条件である管理費の徴収方法が不適

切であった。 

 再発防止のため、後援会設置の冷房設備に子メーターを新設

し、ＰＴＡ設置の冷房設備と電気使用量を分離できるようにし

た。 

 今後、子メーターの数値に基づきそれぞれの管理費を算定し、

各々に請求する。 
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